
地方交付税と長期的所得再分配

花　井　清　人

1　間題の所在

　中央と地方の財政関係において，中央政府の非裁量的一般補助金が，民間

所得の変化による地方税の増加と比較した時，より大きな地方政府の支出増

加を呼ぶという現象は，「フライペーバー効果」として欧米諸国において広く

議論されている1）．

　フライペーパー効果は，本来，経済的には地方政府の公共支出の決定に対

して中立的であると考えられてきた一般補助金が，実際には資源配分のあり

方に影響を及ぼしているという経験的発見に由来する．このフライベーバー

効果を説明する議論は，一般補助金の政策的意思決定過程において登場する

様々な政策決定主体問の政治的相互関係に着目し，一般補助金による地方の

財源の増加は地方税の減少に向けられず，公共部門の財源として留まりより

大きな地方公共支出増加効果を引き起こすと主張する．これは，あたかも一

般楠助金が公共部門に張り付くかのようであるので，フライペーバー（ハエ

取り紙）効果と呼ぱれる．

　本稿では，政府間で見られる長期的所得再分配機能から生まれる政治的相

互依存の問題を考えることにより，フライペーバー効果に新たな解釈を試み，

この仮説にもとづいて我が国の中央政府から地方政府へ供給される一般補助

金である地方交付税交付金を対象に実証分析を行なう．そこでまず第二節に

おいてFisher（1982）および，BremanandPin㎝s（1990）に従ってフライ

ペーバー効果を定義し，この効果が日本ならぴに欧米諸国において興味深い
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154）　　　　一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年（1992年）12月号

実証的問題を提供してト・ることを示す．第三節では，フライペーパー効果を

理論的に説明するために政府間の財政的契約に基づいたモデルを提示する．

二こでのモデノレは，立憲経済学2〕と労働経済学に見られる“暗黙の契約理論｝

の二つの流れを統合することによって，フライペーバー効果を説明する．第

四節では，その解釈から導かれる仮説を検証するため，日本の政府間財政デ

ータを利用してフライペーバー効果を測定し，その実証結果を報告する．

2　フライペーバー効果

　フライペーパー効果の議論は，政府問の一般補助金と地方の自主財源（地

方税，地方債ならぴに手数料等）との間に見られる，政府間財政関係におけ

る地方政府の財政上の裁量性についての関心から生まれた．この効果を理解

するに当たって，Fisher（1982）は地方交付税交付金のような一般補助金が

供給される時，地方政府の財政的意思決定に見られる特質を次のように表現

している．

「貨幣はその留まるところに帰着する（money　sticks　where　it　hits）．す

なわち，民間部門に入った財源がそこで経済的インバクトを生むのと同

様に，公共部門に入った財源もそこに留まり，それ自体の経済的インバ

クトを呼ぶ．（p．324）」

従って，政府間関係で補助金としてわたった財源は，地方の自主財源の軽減

に向けられることなく公共支出として利用されるというのである．

　このフライペーバー効果は，Fisher（1982）およぴWycko丘（1988）等に

よって次のような理論的定式化が試みられている．彼らは地方政府の行動形

態を，中位投票老理論に従い，次のような予算制約の下での効用極大化行動

で示す茗〕．
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　　　　　　　　　　　地方交付税と長期的所得再分配　　　　　　　　　　（55）

　　　　　　　　　Maxσ（C』，G、）

　　　　　　　　　｛C。，G、｝

　　　　　　　　　s・工・　　　　C・＝　巧一ち・力・G。十ち・η　　　　　　　　　　（1）

ここでC。は中位投票者（ノ）の私的財（compositegoods）の消費量，篶は

地方所得税課税前の中位投票老の所得水準，’、は中位投票老にとっての租税

負担比率，力は地方公共財についてのコストインデヅクス，G、は壬位投虫者

が受け取る地方公共サービスの量，ηは一人当りの一般補助金の供給額を示

す．また，一般補助金の総額（R）については灰＝〃・れで表わされ，〃は総

人口を示すとする．

　この予算制約下での効用極大化の下では，地方の一般補助金を通じる地方

公共財のインパクトは民問所得増による地方税収入増を通じるインバクトと

等しくなり，理論的には

　　　　　　　　　　　　ゴG・／伽一ち・（dG。肌）　　　　（2）

で表現される．この条件は，長峰（1987）によれぱ，rBradford＝Oatesの等

価定理」と呼ぱれている．

　しかし，Fisherの提示するフライペーバー効果は，経験的に見てこの等式

が満たされず，

　　　　　　　　　　　∂G伽＞ち・（κ、／必）　　　　（3）

が見られるというのである．この不等式の含意するところは，一般補助金を

通じる地方公共財の増加が，民間所得の変化による地方税を通じた地方公共

財供給よりも大きくなるということである．

　この不等式関係は，地方公共支出総額だけでなく，特定の地方公共支出に

ついても見ることができ，BremanandPincus（1990）によれぱ，前着はマ

クロ・フライペーバー効果，後者はミクロ・フライペーぺ一効果と呼ぱれて

L’る．

　表1は，これまで日本ならぴにアメリカを対象に行われた地方公共財需要

の計測で得られたフライベーバー効果の大きさを要約している．この表から，

次のような興味深い発見が得られる．まず，フライペーバー効果は，日米両
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（56）　　　　一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年（1992年）12月号

　　　表1過去の地方公共財の需要計測に見られるフライペーバー効果の大きさ

論文 フライペーバー効果の犬きさ1　データ　　　　　対象国

［マク回・フライペーバー効果］

Gram1ich　and　　O．20－O．22

Galper（1973）2　　0－33－O，37

Inman（1971），　　O．96－O．98

長蔭（1988）　　　O．4535

［ミクロ・フライベーバー効果］

01sen（1972）2　　　0．23－O，25

Weicher（1972）茗O．41－0．58

Johnson（1979）2　　0．37－1．60

Wycko丘（1988）　O，5384

　　　　　　　　0．7424

塚原（1988）3　　0．3375

地方公共支出総額　USA

地方公共支出総額　USA
地方公共支出総額　日本

地方教育支出

地方教育支出

地方教育支出

地方経常支出

地方資本支出

地方福祉支出

USA
USA
USA
USA

日本

脚注1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
1，Fisher（1982）に従い，フライペーバー効果の犬きさは，一般補助金が地方公共

　財供給に与えるインバクトの推計値と理論値の差で定義してある一

2．これらの結果は，Fisher（1982）の表に基づく。

3、塚原（1988）は，統計的にフライペーバー効果を棄却している．

4．Fi出er（1982）で用いられている，Inman（1979）の租税負担率を用いて計算し

　た．
5．一律の地方税率が適用されるし，r構造基本調査（総務庁）」の所得分布を利用し

　て，中位投票老の租税負担と平均租税負担との比を用いて租税負担率を計算し

　た．

国において確認される．アメリカにおいては，地方の自主財源に比べて，連

邦政府からの一般補助金によるほうが，財源増1ドノレ当たり，20～160セン

トほど多くの地方政府の公共支出の増加を呼ぶ．日本においても同様に一般

補助金（地方交付税交付金）の方が，自主財源よりも財源増1円当たり，

O．453円多くの地方公共支出の増加が見られる［長峰（1988）］．しかし，日本

においては，フライベーバー効果の存在について相反する分析結果も得られ

ており，意見の一致を見るには至っていない．また，フライペーバー効果は，

マクロ，ミクロ双方の意味において現れ，ミクロ的には教育，経常および資

本サービス等においてその効果が見られる．その中でも，経常，資本サービ
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地方交付税と長期的所得再分配 （57〕

スにおいてより高いフライベーバー効果が見られている．

3　理論的解釈

　フライペーバー効果は，公共選択の理論ならぴに財政学において，公共部

門の意思決定プロセスに焦点をあてることによって理論的に説明されてき

た4〕．最近のフライペーバー効果に関する理論は，従来の地方公共財の理論

において見落とされてきた意思決定圭体間での情報の問題を明示的に考慮す

る点に新たな展開を示している．しかしそこでは，フライベーバー効果を説

明するに当って，登場する意思決定主体を公共部門と民間部門に限定してお

り，一般補助金の供給において重要な問題である政府主体聞での政治的相互

依存関係に関する考察が行われてこなかった．

　そこで本節では，政府間での政治的相互依存関係に着目し，政府間の財政

的契約の性質について考察を加えることによってフライペーバー効果の新た

な解釈を試みる5｝．本来，箪途に条件がついていない一般補助金においてフ

ライペーバー効果が見出せるということは，中央政府が地方政府に対してな

んらかの形で影響力を行使しているからであると考えられ，その点を解明す

るには，中央政府と地方政府の相互関係で，一般補助金制度がどのように形

成されたのかという問題にまでさかのぼった考察が必要になる．

　こうした政府問の相互依存関係の問題を考える上で，政治経済主体聞での

契約の在り方に焦点をあてた経済分析の流れとして，立憲経済学と労働経済

学の契約理論の発展が見られる．周知のように，BuchananならびにTul・

lock等によって展開された立憲経済学においては，経済ないし政治主体の選

択を制約している法制度的立憲契約の機能および制度上の特性に焦点を当て

て，意思決定主体問でどのような制度がどのように形成されるかを分析して

いる．彼らの議論は，制度の形成を重視するという点で我々の問題意識と共

通しているが，そこで見られる分析の具体的手法をここでの問題にそのまま

当てはめることはできない．一方，労働経済学の分野で展開された‘‘暗黙の

契約理論”は，労使関係において長期的な労働契約の維持が第一義的に考え
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158）　　　　一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年（1992年）12月号

られる時には，両者とも短期的な経済変動に対する反応を抑えるインセンテ

ィブを持つことを明らかにした．

　そこで本論文ではこの二つの研究の流れを統合することによって，暗黙の

契約に基づくフライペーバー効果の説明を試みる．具体的には，政府問の立

憲契約を考慮した二段階の意思決定過程を考える6，．まず立憲段階において，

政府問　般補助金による長期的所得再分配機能が，中央政府と地方政府との

間での“暗黙の契約”として導かれることを示す．すなわち，地方政府が中

央政府との財政関係に参加することによって，中央政府は税収を確保すると

ともに，一方で地方政府に対して，地方の経済状態の変動にかかわりなく，

長期にわたって一般補助金を安定的に供給するという，自主的な政府間の保

険的契約が“暗黙の契約’’として結ぱれる．なぜなら，この契約の下では，

一般補助金の受領に対して危険回避的な地方政府は長期的に安定した補助金

の給付を得られ，他方中央政府も補助金支払い後に財政余剰を確保すること

ができるからである．

　次にこの暗黙の立憲契約の下では，政府間の政治的相互依存関係に基づい

た中央政府から地方政府へのモニタリング（一般補助金利用の適正化に対す

る行政的監視）が生じ，フライペーバー効果を引き起こすことになる．なぜ

なら立憲契約の継続が保証されると，地方政府の努力はなんら一般補助金額

を変化させるわけではないので，モラノレ・ハザードが生じる可能性がある．

一方中央政府の側においても，地方政府の士気の低下により税収が低下し，

ひいては長期的所得再分配制度が崩壊することを防ぐため，モニタリングに

対するインセンティブが働くことが考えられる．

　こうした考えに立って以下のモデノレでは，一般補助金の立憲契約に伴って

生じる政治的相互依存関係の視点からフライベーバー効果の説明を試みる．

＜立憲的契約〉

　まず，立憲段階において，次のような一般補助金の長期的所得再分配機能

を特徴付ける立憲的財政契約の成立を政府閻財政関係において考えることが

できる．政府間財政関係に登場する政治的意思決定老として，ここでは，地
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地方交付税と長期的所得再分配 （59）

方政府と中央政府の存在を考えよう．中央政府は，政府間財政関係に参加す

る地方政府によって運営される経済活動に対して国税を課す権限を持ってい

るとするη．その国税収入関数はF（〃）で示され，収入額は財政関係に参加

する地方政府の数（W）に基づくとする．F’（W）＞OおよぴF”（〃）＜Oが仮

定される．国税収入の一部は，地方政府に対する一般補助金に，残りは中央

政府の財政余剰に向けられるとする．

　双方の政府は，利己的（se1丘sh）な目的を持つとする．地方政府の効用水

準はσ（R）で表わされ，それは中央陣府からの一般補助金（R）に依存する

とする．この効用関数について強い凹性（σ’（．）＞Oおよびσ”（．）＜O）を

仮定する．地方政府は，この効用水準一の最犬化を目指すと仮定する．

　一方中央政府は，以下に示されるような財政余剰（F∫）の最大化を目指す

と仮定する．

　　　　　　　　　　　　FS＝F（W）一R・〃　　　　　　　（4）

すなわち財政余剰は，中央政府の国税収入マイナス政府間財政関係を維持す

るためのコスト（すなわち地方政府への一般補助金の供給）で表わされる帥．

　また双方の政府は，立憲的契約を結ぶにあたり，次のような不確実性に遭

遇するとし，それは地方政府の管轄下にある経済状況（6）に現れるとする．

二つの状況が想定され，c＝g（良い）およびo＝ろ（悪い）である．それぞれ

の状況に出くわす確率は，力，1一力とする．国税収入はこの経済状況に影響

されるとし，凡（〃）＞F。（〃）とする、ここでの添え字はそれぞれの経済状

況（gは良い状況，ろは悪い状況）を示す．

　中央政府から地方政府に対しては，一般補助金が地方政府の政府間財政関

係に参加する代償として供給されるとする．中央政府はこの一般補助金を供

給するにあたって，次の二つの戦略のうちのいずれかを選択することになる．

（λ）一般補助金を国税収入関数のの限界生産価値に等しく供給する（すなわ

ちワルラス現物市場的に，経済状況の良いときには凡が，悪いときには見

が提供される．ここで凡＞凡）．（B）実質的に一定の額（R。）の一般補助金

が経済状況に関係なく供給される．
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（60〕　　　　一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年（1992年）12月号

　ここで地方政府が自主的にこの政府間財政関係F参加し，一般補助金供給

のための立憲的契約を結ぷためには，次のような条件が満たされなけれぱな

らない．

　　かσ（凡）十（1一力）・σ（凡）＝σ（兄）

　　　　　　　　　　　　　　＝α　　　　　　　　　　　　　（5）

すなわち，中央政府は，それぞれの戦略の下での契約に参加する地方政府の

期待効用（Eσ（．））が，別の形の政府間財政関係を結ぶことによって得られ

る効用（α）に等しいないしはそれよりも大きくなるように一般補助金を供

系舎しなけぱならない．

　地方政府がリスク回避的であるとすゐと，彼らが受け取る一般補助金につ

いて次のような条件が満たされなけれぱならない．

　　　　　　　　　　　か凡十（1一力）・凡＞品　　　　　　（6）

また財政余剰を最大化する中央政府には，リスク中皿的態度が仮定される．

すると，戦略（λ）の下での期待財政余剰はFS1，戦略（8）の下での期待財

政余剰はFS2で表わされ，

FS1＝力・Fo（〃）十（1一力）・Fb（W）一｛力・R旦十（1一力）・Rb）｝・〃

FS2＝かFg（1V）十（1一力）・Fb（」V）一Ro・〃　　　　　　　　　　　　　　　　（7）

ここで条件（6）を考慮すると，中央政府にとっての財政余剰はFS2の方が

FS1よりも大きいことが分かる．従って双方の政府は，現物市場的それぞれ

の期に一般補助金額を決めるよりも，事前に実質的に一定額を補償するよう

な補助金の供給を補償する戦略（B）を暗黙の契約として結ぷことになる．

こうした立憲的契約における暗黙の契約は，一般補助金の長期的所得再分配

機能を提供することになる．

＜立憲後段階におけるレント・シーキング〉

次にこの政府問立憲契約が半永続的に適用されると仮定しよう9〕．すると，

立憲後段階においていかなるレント・シーキング活動ならびに政治的バーゲ

ニングが地方政府と中央政府の間で生まれるのであろうか．

　まず地方政府においては，情報の非対象性を利用した形で次のようなレン
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地方交付税と長期的所得再分配 （61）

ト・シーキング活動が行なわれることが考えられる．地方政府は立憲契約の

永続性を知ることにより，モラーノレを損ない，財政運営の効率性を低下させ

るのであろう．なぜなら地方政府の努力は，なんら一般補助金の供給額

（R。）の変化を呼ぷわけでなく，地方政府の効用水準の改善につながらない

からである．具体的には，首長や行政部の交替による財政運営の技術向上な

いしは効率性の維持，あるいぽ地域経済構造における産業基盤整備や技術進

歩によるタックスベースの改善や維持といった努力が行われなくなる恐れが

ある．

　一方中央政府の側においても，このような地方政府の士気の低下は，一般

補助金を供給するコストの増加および租税収入の低下を呼ぴ，自己の財政余

剰の減少ならぴに一般補助金制度における長期的再分配機能を維持すること

を危うくすることになるため，様々な形でレント・シーキングを最小限に食

い止めるように働きかけるであろう．具体的には地方政府へのモニターリン

グを行なったり，行政指導を行なうなどにより，地方財政運営に介入を加え

ることが考えられる．こうした介入は特定の地方公共財の供給ないしは地方

公共サービスの総額の増加により，地方財政運営を通じる地域経済活動の活

性化や地方住民の要求に応えることにもなろう．従って，このような中央政

府による地方政府に対する地方公共財の供給に関する介入はフライベーバー

効果を呼ぶことになり，立憲後段階の長期所得再分配機能を補完するシグナ

ノレとして現れることになる1皿〕．

＜日本の地方交付税交付金におけるインプリケーシ冒ン〉

　欧米諸国の一般補助金に対応する日本の政府間補助金は，地方交付税交付

金である．日本の地方交付税制度においては，長期的（すなわち多年度問の）

所得再分配は名目上規定されていない．しかし，実質上は交付税の財源保障

機能を長期的に維持するために，暗黙の形で多年度間の所得再分配への同意

が中央政府と地方政府の間に存在していると考えられる．そうした可能性に

ついて，石原（1984）は次のように述べている．
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162）　　　　一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年I（1992年）12月号

現行地方交付税制度においては，地方交付税の年度間調整制度ぽ設けら

れていないが，その必要を生じた場合は，各年度の止法措置により，実

質的には年度間調整措置が講じられてきたということができる．

［石原（1984）p．131］．

従って，こうした暗黙の契約の下で中央政府は，自已のインタレストと調和

する形で，地方公共財供給に関して一般補助金行政を通じるマネージメン

ト・コントローノレを行なってきたと思われる．その具体的手段としては次の

二つが考えられよう．一つは，地方交付税額の算定における中央政府の介入

であり，もう一つは行政指導を通じる地方の財政運営への介入である．

　まず地方交付税額の算定に関して，岩崎（1990）は次のように述べている．

交付税額決定過程においては，地方側に自由度はまったくなく，中央政

府の窓意性が指摘されている．すなわち各自治体の財政需要が自治体自

身によらず，中央が算定するものであることから，

1．基準財政需要額の算定項目が，中央政府の政策の重要性にしたがい，

加えられたり削除されたりする．

2．算定に必要な要素である測定単位，単位費用，補正係数の三つのうち

後二つが中央により決められ，中央が重点をおきたい項目の単位費用を

上げたり，補正係数でウエイトをつけたりする．

など，交付税が国の政策遂行の遣具と化しているという批判が強い．

［岩崎（1990）p．58－59］

すなわち，基準財政需要を算定するに当たって，中央政府による地方公共財

への影響を考慮した形で介入が行われていることが考えられる．

　また，中央政府による行政指導については，数多くの国の機関委任事務や

人材派遣に基づく非公式の助言，指導を見ることができる．中央からの人材

派遣に限ってみると，都道府県の主要課長である財政課長，総務課長並びに
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地方課長などのポストのうち37％が中央政府の官僚（うち自治省35％）で

占められている［加藤およぴ佐藤（1989）］．よって地方公共財の供給におい

て，こうした行政指導が詳細なレベルで行われていることをうかがうことが

できる．

　したがって日本においても諸外国と同様に，一般補助金による長期所得再

分配機能の維持のために中央政府による地方政府への介入が見られ，地方公

共財においてフライベーバー効果を引き起こしている可能性が考えられる．

4　実証分析ならぴに計測結果

　こうした一般補助金の長期的所得再分配を維持する形での中央政府の介入

のインバクトを実証的に考察するために，二こでは日本におけるフライペー

バー効果の計測を行なう．

　計測にあたって，地方政府の行動形態として，欧米文献で多く利用されて

いる中位投票老理論に基づく線形支出体系を適用した11〕．地方公共財のカテ

ゴリーとしては，マクロ・フライペーバー効果を見るために地方総支出額を，

ミクロ・フライペーバー効果を見るために1．教育サービス，2．福祉サービ

ス，3．資本サービスおよび4．その他のカテゴリーについての需要関数の計

測を行なった．またフライペーバー効果の犬きさを測るためにGram1ich

and　Galper（1973）に基づいて，その効果を示すバラメータrを支出体系に

導入した12〕．

マクロ・フライペーバー効果の推計式は次式で示される．

　　G＝α・（1〃）・1＋α・（1加）・∫PG＋o・∫1Lλτ

　　　　　　　　　1・（1加）・（c甘十め・〃）十あ／（c邊十∂。・PD）十ε（8）

　　力　　＝中位投票老の直面する地方公共財の租税価格

　　0　　＝一人当たりの地方公共財総額

　　／　　＝中位投票老の所得（平均県民所得が用いられた）

　　SPG＝中位投票老の受け取る特定補助金（県内での一人当りの特定補

　　　　　　助金額が用いられた）
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164）　　　　一橋論叢 第108巻第6号平成4年（1992年）12月号

　　五λτ＝中位投票老の受け取る地方交付税額（県内での一人当りの地方

　　　　　　交付税の交付額が用いられた）

　　PD　＝人口密度（中位投票老にとっての地方公共財およぴ私的財の必

　　　　　　要最小支出額を決める人口的要因）

　　s　　＝フライベーバー効果を示すヘドニヅク・バラメータ＝（力’＝1ム

　　　　　　とする）

　　ε　　＝誤差項

　　ここでα，5，5，c坦，吻，c。およびゐは推定されるべきバラメーターであ

　　る．

また，ミクロ・フライベーバー効果の推計式は次式で示される．

σ，＝［閉，／（1一舳，）1・（o1、十c。、・Pり）十ゴ、・∫．・LλT＋か［1／（1一閉、）1・工丁

　　　　　　　　4一ゴ、・［1／（ユー刎、）］・Σ（1一伽）・（cM＋c。パPり）十ε　　　　　　　（9）

　　　　　　　　｛＝1

　　σ．　＝一人当たりの各カテゴリー別の地方公共財供給額（ゴ＝1，3）

　　舳　　＝各カテゴリー別の実効補助率（ゴ＝1，3）

　　Lλτ＝中位投票老の受け取る地方交付税額（県内での一人当りの地方

　　　　　　交付税交付額が用いられた）

　　Lτ　＝県内一人当たりの地方税額

　　PD　一人口密度（中位投票老にとっての地方公共財および私的財の必

　　　　　　要最小支出額を決める人口的要因）

　　∫、　＝フライペーバー効果を示すヘドニヅク・バラメーター（ゴ＝1，

　　　　　　3），刎、’＝1／（1一∫，）と表わすことによって，カテゴリー別の実

　　　　　　効補助率と比較可能なヘドニヅク・バラメーターから得られる

　　　　　　補助率を計算することができる．

　　ε　　＝誤差項

　　ここでゴ，，s、（ゴ＝1，3）およびc，、（ゴ＝1，2，ノ＝1，4）は推定されるべきバラ

　　メーターである．

データは，日経地域総合ファイルにおける「地方財政統計年報」の都道府県
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　　　　　　　　　　　地方交付税と長期的所得再分配　　　　　　　　　　（65）

データを利用した1則．クロスセクション・データをプーノレすることにより，

マクロ・フライペーバー効果においては，1975－85年の11年分，ミクロフラ

イベーパー効果においては，1975－87年，1979－87年および1983－87年の

三期間についての計測を行なった．推計方法は，二段階非線形推定法を用い

た．

　推定結果は，表2およぴ表3にまとめられている．そこで得られたフライ

ペーバー効果の大きさは以下の通りである1まず，マクロ・フライペーバー

効果については，中位投票老の租税負担率の平均値力＝O．809に対し，一般補

助金を通じる地方公共財の供給を働きかけを示すヘドニヅク・バラメーター

は，〆＝O－036が得られ，この二つの比で示されるマクロ・フラィペーバー効

　　　　　　表2マクロ・フライベーバー効果の推計（1975－85）

　　　　　　　　パラメーター係数　左値
　　　　　　　　　口　　　　　　　　　　　　　0，061　　　　　　　ユ3，008

　　　　　　　　　ろ　　　　　　　　　　　　O．5780　　　　　　22．2工9

　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　　　　27．669　　　　　　　13，454

　　　　　　　　　c〃　　　　　　　　　　　　3．0516　　　　　　　22，639

　　　　　　　　　∂藺　　　　　　　　　　　O．OO07　　　　　　　6，810

　　　　　　　　　c螂　　　　　　　　　　　　O．3349　　　　　　　18，730

　　　　　　　　　∂o　　　　　　　　　　　O．O001　　　　　　　7．186

表3．1　ミクロ・フライペーパー効果の推計（1975－87）

　　パラメーター係数　ま値
　　　ゴ1　　　　　0．034　　　11，785
　　　∂2　　　　　　　　　　　　0．022　　　　　　　　　9，075

　　　○ら　　　　　　　　　　　　O．264　　　　　　　　18．631

　　　81　　　　　　　　　　　　8．926　　　　　　　　　9．752

　　　8！　　　　　　　　　　　　14．946　　　　　　　　　8，104

　　　∫3　　　　　　　　　　　　　2－663　　　　　　　　18，631

　　　cl1　　　　　　　　　　　O．1318　　　　　　　35，432

　　　cl，　　　　　　　　　　　　O．0394　　　　　　　15，569

　　　cH　　　　　　　　　　－　0．0531　　　　　－　5，829

　　　c2I　　　　　　　　　　　0．00002　　　　　　　1，812

　　　c理　　　　　　　　　　　0．0005　　　　　　　7，527

　　　c鴉　　　　　　　　　　　　O．O001　　　　　　　　3，141

　　　c刎　　　　　　　　　　　O．0048　　　　　　　4I635
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166〕 一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年（1992年）12月号

果は，2247．2とかなり犬きな値で示される14〕．

　一方，ミクロ・フライベーバー効果の計測では，より興味深い結果が得ら

れた．一般補助金を通じる地方公共財の供給を働きかけを示すヘドニック・

バラメーターから導かれる支出カテゴリー別の補助率と実効補助率との比で

示した，中央政府による地方政府の介入を示すミクロ・フライベーバー効果

の指標は次のような値が得られた．

　　　　　　表312　ミクロ・フライペーパー効果の推計（1979－87）

パラメーター

　∂1

　あ

　∂ヨ

　sl

　∫ユ

　53　1

　C11
　C1！

　clヨ

　c阯

　α2

　c盟

　6別

係　　数　　　　1値

　O．030　　　　　　　　　9．131

　0．022　　　　　　　　　7．794

　0．229　　　　　　　　17．984

12．004　　　　　　　　　8．077

16．281　　　　　　　　　7．227

　2．993　　　　　　　14．324

　0．1243　　　　　　　29．825

　0I0354　　　　　　　11，957

－　0．0254　　　　　－　2．676

　0．00002　　　　　　　1．391

　0．OO05　　　　　　　　5．484

　0．O001　　　　　　　　2．166

　0－O047　　　　　　　　3．212

表3．3　ミクロ・フライペーバー効果の推計（1983－87）

　　バラメーター係数　ま値
　　　∂l　　　　　　　　　　　O．027　　　　　　　　6，352

　　　○ら　　　　　　　　　　　　O．O19　　　　　　　　　5．919

　　　4．　　　　　O．205　　　10，426
　　　∫1　　　　　　　　　　　16．233　　　　　　　　　5，694

　　　∫！　　　　　　　　　　　20．624　　　　　　　　　5，485

　　　∫3　　　　　　　　　　　　3．439　　　　　　　　　8，147

　　　clI　　　　　　　　　　　O．1163　　　　　　　24，567

　　　む12　　　　　　　　　　　　0．0323　　　　　　　　9，604

　　　c13　　　　　　　　　　－　O．O094　　　　　　－　O．740

　　　c．l　　　　O．OO002　　　1，184
　　　c22　　　　　　　　　　　　0．0001　　　　　　　　5，531

　　　c囲　　　　　　　　　　　O．0001　　　　　　　1，676

　　　c別　　　　　　　　　　　　O．0005　　　　　　　　2．376
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　　　　　　　　　　　地方交付税と長期的所得再分配　　　　　　　　　　（67〕

　　　　　　　カテゴリー＼期間　1975－87　1979－87　1983－87

　　　　　　　　　教育　ユ．ユ131．ユ321，053
　　　　　　　　　福祉　1．3221．3461，453
　　　　　　　　　資本　1．1931．2561，363
計測結果では，三期間すぺてにおいて，福祉サービスにおいて相対的に高い

介入値が見られた．また1980．年代においては，資本サービスにおいて中央

政府から介入値が強まったことが分かる．

　これらの値は，日本の中央政府は政府間財政関係において，地方財政にお

ける再分配的支出ならぴに近年の資本サービスの不足を，地方交付税行政に

よる働きかけを通じて補おうとしていることを示している．

5　むすび

　本稿では，立憲経済学と労働経済学において通常用いられる’‘暗黙の契約’’

理論の二つを結ぴ付けることによって，フライペーバー効果についての新た

な解釈を示し，この効果が一般補助金の長期的所得再分配機能を維持する上

で必要な政府主体間での政治的相互作用の犬きさを示す指標となるという仮

説を理論的に設定した．さらに，このフライペーバー効果を日本の政府問一

般補助金である地方交付税交付金制度を対象に実証的に検証した．そ二で得

られた結果は，日本においても諸外国と同様にフライベーバー効果が確認で

き，地方交付税供給を通じて申央政府から地方財政への介入が見られること

が分かった．こうした介入は地方公共支出総額だけでなく，ミクロ的には福

祉支出ならぴに近年の資本支出の増加への働きかけとしても現れることが明

らかになった．

　本稿の分析には，幾つかの課題が残されている．まず，フライペーバー効

果の分析にあたり，補助金の財源が外生的にあたえられるという部分均衡分

析の枠組みで分析が行われている．今後の課題として，補助金の供給のため

の財源をまかなう国税の財源調達方法をも考えた一般均衡分析に発展させて

いく必要がある．次に，中央政府による地方政府へのモニターリングの明示

的方法については，モデノレの中には直接おり込むことはできなかった．今後
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t68〕　　　　一橋論叢　第108巻　第6号　平成4年（1992年）12月号

の分析では，行政指導等の中央政府と地方政府との問での具体的相互依存関

係を明示的に示したモデノレを発展させていく必要がある．最後に，ここでの

理論は立憲契約における政府間での政治経済的バーゲニングについて単純な

モデノレに基づいている．今後の研究において，補助金政策における政治経済

的バーゲニングの在り方について，モデノレのみならず制度的にもより詳しく

考察してゆく必要がある．

＊本論文を作成するにあたってオーストラリア国立大学のG一ブレナン教授，

P．フォーサイス博士，P．ドライズデイル教授，C．ウオルシュ教授，R。マシ

　ューズ教授，ならぴに成城大学の油井雄二教授から貴重なコメントをいただ

　いた．また，二人のレフェリーからいただいた指摘は，論文の内容の改善に

　多いに有益であった．紙面をかりて御礼を申し上げた、・。

1）　フライペーパー効果の展望論文として，Fisher（1982）およぴ長峰（1987）

　があげられる．

2）立憲経済学は，経済ないし政治主体の選択を制約している法制度的立憲

　契約ρ機能ならぴにその性質の研究として公共選択の研究において発展が見

　られた．立憲経済学に関してはBuchanan　and　Breman（1980）参照．

3）　中位投票老理論とは，投票老の選好分布に単峰型を仮定した多数決シス

　テムにおいて，選好分布の中央に位置する投票老が持つ決定的（pivota1）な

　役割に注目し，彼の選好が公共財の杜会的需要を代表するとみる考え方であ

　る、近年では，この中位投票者理論に基づいて地方公共財の計量分析が広く

　行われている（Holcombe1989）．

4）　フライベーバー効果は，補助金の政策決定に参加する多様な意思決定主

　体の役割に焦点を当てて様々な方向から説明が加えられてきた．特に，これ

　らの多様な意思決定主体問の政治的相互作用において，主体間の情報の非対

　性が実際の意思決定段階において無視できないことに着目して，モデルの分

　類を行なうことができる．具体的には，政策決定における主体間の情報の非

　対称性による行動の違いを考える’ことによって，従来の議論を（1）補助金の

　供給主体である政府の政策決定におけるアジェンダ・セヅティングのモデル

　と（2）補助金の受取側（需要主体）の財政的錯覚のモデルの二つである一

　　まず，アジェンダ・セヅティングのモデルにおいては，供給主体の情報の

　優位性を重視する．つまりモデルでは，補助金需要主体（補助金の受取側）
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の行動形態が補助金の供給主体（政府部門）によってすべて把握され，さら

に供給主体である政府は，オール・オア・ナヅシィングの政策戦略，すなわ

ち非連続的な公共支出の選択機会を補助金需要主体に提示すると仮定する．

この時には，自已の予算枠の最大化を目指すような政府は，補助金供給によ

る財源の増加がより大きな公共支出の増加を導くような選択機会を提示する．

ここでの補助金需要主体は，自らの行動形態についての情報が全て供給主体

によって把握されているために，提供される公共支出増加の選択を選ぱざる

を得ず，一般補助金供給に伴ってフライベーバー効果が生じることになる．

RomerandRosenthal（1978およぴ1980）ならぴにFilimon2｛α1．（1982）

参照．

　他方，財政錯覚のモデノレにおいては，予算配分に関する補助金の需要主体

サイドに見られる情報不足の問題を重視する．予算配分についての情報不足

の問題は，具体的には，補助金需要主体が地方公共支出の決定において見積

もる公共支出のシャドウプライスにおける財政錯覚という形であらわれる．

この財政錯覚は，地方公共財のシャドウプライスの形成において，需要主体

にとって一般補助金の供給が予期せざる形で現れることに示される．こうし

た需要主体の財政錯覚が見られる公共支出の決定においては，一般補助金の

供給は，所得効果のみならず価格効果を呼ぶことになり，より大きな公共支

出の増加を導き，フライペーバー効果を生じることになる．Fi1imon2f〃，

（1982）およびCourant，Gramlich　and　Rubinfeld（1979）参照．

5）　モデルは，労働経済学で利用される「暗黙の契約（implicit　contract）理

論」に基づいており，ここでの理論的展開は，小野（1984）によっている．

6）　ここでの一般補助金供給についての政治的意思決定段階の二分法は立憲

経済学の分類に従う．まず立憲段階においては，政治的意思決定考の制約に

関する選択が行われる．そこでの立憲的制約の選択は立憲後段階に影響を与

える歴史を特徴づけることになる．また立憲後段階においては，政治的意思

決定考は，この立憲的制約の下での選択を行なうことになる．

7）　ここでの地方政府による経済活動の運営とは，主として地方政府の財政

運営を通じる産業基盤の整備，人的資本の育成ならぴに生活環境や福祉制度

の改善による地方経済の活性化のための努力等を指す．

8）政府が財政余剰を最夫化を目指す仮定は，Buchanan　and　Breman

（1980）において見ることができる．

9）超長期にわたる立憲契約を改めるために必要となる努力やコストの大き

さを考えると，こうした仮定を置くことは可能であろう．
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10）BremanandPincus（1990）は，同様なコンテクストで，オーストラリ

　アにおける一般補助金行政における連邦政府による州ならぴに地方政府への

　介入がフライペーパー効果を呼ぷことを指摘している．

11）地方公共財の需要関数の測定において線形支出関数体系を利用している

　ものとしては，欧米文献ではSlack（1980）およぴWiner（1983），我が国に

　おいては，井上，林および林（1988）がある．なお本稿の分析では，ミクロ・

　フライペーパー効果の大きさを推計するにあたり地方公共サービスと私的財

　と．の間で分離可能性を仮定して，異なるカテゴリー別での地方公共財需要の

　間での地方交付税の対する反応の違いを調べた．

12）　このバラメーターの設定にあたって，地方公共財は財源調達形態（地方交

　付税交付金によるのか地方税によるのか）によってその供給量が影響を受け

　るという特性を持った財であると仮定した．バラメーターは，こうした特性

　に応じて中位投票老が直面する租税価格や実効補助率が変化するhed㎝ic

　priceと見ることができる．［h？donic　priceの概念についてはTriplett

　（1986）を参照．］ここでは，このバラメーターをヘドニヅク・バラメーター

　と呼ぴ，地方交付税交付金を通じる中央政府と地方政府間での政治的相互依

　存の指標とした．

13）　データの利用に当たって，一橋犬学のコンピュータセンターに御世話に

　なった．分析では，地方公共財は地域内で当量消費されるとした．また，村

　松（1988）の述べるr水平的競争」が地域間でのサービスのコストや補助金

　獲得の決定段階で競争原理が働くとした．それぞれのサービスのコストは次

　のように求めた．まずマクロ・フライベーバー効果の計測においては，地域

　内の中位投票考が地域内の所得分布の中央に位置すると仮定し，彼の負担す

　る租税負担と住民全体における平均租税負担との比を取った．この比率を，

　地方公共財供給を働きかける誘因となるシャドウプライスとみなした（地域

　内の所得分布については「構造基本調査（総務庁）」を利用）．またミクロ・

　フライペーバー効果の計測においては，財カテゴリーごとに補助金便覧（各

　年度）を用いて実効補助率を別途計測し，それをシャドープライスとみなし

　た．

　　一方フライペーパー効果の大きさを見るに当たって，地方公共財の財源調

　達の違いによる特性を明示的に考慮して，その効果を示すバラメーターを中

　位投票老の最適化行動から求められる需要関数に導入し，それを推計するこ

　とによって地方公共財のシャドウプライスを求めた．これは，補助金制度が

　存在する場合のシャドウプライスにほかならない．従って，先に求めた租税
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　負担比率ないし実効補助率として求めたシャドウプライスとこの値を比較す

　ることによりフライペーバー効果の大きさを測定した．

14）　こうした推計結果を解釈する上で，日本的政府間財政制度の硬直性，すな

　わち，地方税率の選択ならぴに地方債発行における地方の裁量性の限界によ

　るフライペーパー効果の過大推計が生じていることも考慮に入れる必要があ

　る．
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